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はじめに

わたくしは、これまで、シュテーデル美術館事件について考察を重ねてき

た1）。1817年に始まったこの事件は、10年を経た1826年になっても決着がつ

＊福岡大学法学部教授
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かなかった。

遺言者ヨーハン＝フリードリヒ＝シュテーデル Johann Friedrich Städel の

従兄弟姉妹に当たる原告らも老齢となった2）。原告らの一人ルイ＝シジスモ

ン＝ステデール Louis Sigismond Staedel（ドイツ語表記：ルートヴィヒ＝ジ

ギスムント＝シュテーデル Ludwig Sigismund Städel。以下、フランス語で

表記）は、1826年5月に逝去した3）。かれは、自筆証書遺言を、かねて作成

していた。かれは、この遺言で、パリなる商人シャルル＝ギヨーム＝セラリ

エ Charles Guillaume Célarier を、包括受遺者に指定していた4）。このように、

当初の原告の一人が逝去し、かつ、その包括遺贈が発生したことは、シュテー

デル美術館事件に、いかなる影響を及ぼしたのか。

シュテーデル美術館事件における、当事者死亡による「訴訟手続の受継」5）

に関しては、その実相は、従来明らかではなかった。シュテーデル美術館に

は、当時の訴訟記録などの史料が残されている6）。わたくしは、2016年10月

末から11月初旬にかけてはじめてこの史料に接し、持参した携帯電話の写真

機能による撮影を許された7）。

以下では、まず、原告であったルイ＝シジスモン＝ステデール逝去の事情

を明らかにする（第1章）。ついで、その遺言（抜粋）について紹介する（第

2章）。さらに、この遺言で包括受遺者に指定されたシャルル＝ギヨーム＝

セラリエによる訴訟手続受継過程（第3章～第5章）を考察する。最後に、

その後の訴訟経過を展望する（第6章）。

フランスとドイツの双方に跨るこの問題について、いささかなりとも事実

関係を明らかにし、今後の研究課題に繋ぐことができれば、幸甚である。

注）

1）ここ数年にわたり『福岡大学法学論叢』に連載を許された拙稿を参照。
2）3名の原告のうち、ルイ＝シジスモン＝ステデールは、1749年10月15日生ま
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れ、シャルロット＝サロメ＝ド＝ラプラス Charlotte Salomé Delaplace は、1751
年2月19日生まれ、そして、カトリーヌ＝シドメ＝ブルクブウロオ Catherine
Sidomé Burguburu は、1752年8月28日生まれであった。シュテーデル美術館
所蔵 Städel contra Städel 第 V 分冊収録の「家系図」参照。

この家系図は、Corina Meyer, Die Geburt des bürgerlichen Kunstmuseums-
Johann Friedrich Städel und sein Kunstinstitut in Frankfurt am Main, Berlin
2013, S.25 に登載されている。

なぜ、従兄弟姉妹が、「法定」相続人として登場するのか。『フランクフルト
改訂改革都市法典』第5部第3章第8条によれば、被相続人に、子、直系尊属、
兄弟姉妹がいないときは、傍系 Zwerch oder Seiten-Linien の血族中、親等の
もっとも近い者が、相続人となる。この傍系血族の範囲は、10親等に及んだ。
以上につき、Justinian von Adlerflycht, Das Privatrecht der freien Stadt Frank-
furt, Theil 1 u.2, Frankfurt a.M.1824, S.457-458. 法定相続人の範囲を、被相続人
の兄弟姉妹までに限定した我が国の民法との相違に注意したい。

なお、『フランクフルト改訂改革都市法典』によれば、従兄弟姉妹は、被相
続人ヨーハン＝フリードリヒ＝シュテーデルの4親等血族に当たる。Der Statt
Franckfurt am Mayn ernewerte Reformation, Frankfurt am Main 1611, fol.198
verso-199 recto 間の Baum der Sippschafft nach Keyserlichen Rechten なる図
表を参照。

3）詳細は、本稿第1章を参照。
4）準拠法は、いうまでもなく『フランス民法典』である。本稿第2章で詳述す

る。
5）ここで当事者の死亡ゆえの訴訟手続の受継とは、我が国の民事訴訟法第124

条第1号に規定する、訴訟手続の受け継ぎに当たる。これは、19世紀初頭にお
けるドイツ民事訴訟法では「訴訟手続の受継」reassumtio litis と呼ばれた。さ
しあたり Georg Wilhelm Wetzell, System des ordentlichen Civilprozesses, 3.
Aufl., Leipzig 1878, S.41-43を参照。詳細は、本稿第5章で論述する。

reassumtio litis は、直訳すれば「訴訟の受継」と訳すべきところであるが、
我が国の民事訴訟法では、「訴訟手続の受継」（Wiederaufnahme des Ver-
fahrens）となっているために、本稿では「訴訟手続の受継」と一貫して訳し
た。

訴訟手続の受継制度は、ドイツでは、神聖ローマ帝国及び各領邦（とくに、
ザクセン）の慣習 consuetudo によって形成された。管見の限りでは、1600年
「神聖ローマ帝国代表者会議決議」第73条が、初出である。Abschied des Depu-
tationstags anno 1600 zu Speyer aufgericht, §.73：「いつ、訴訟当事者らのうち
の一人が、争点決定後に、または、結審後に、死亡したのか、いつ、そして、
いかなる範囲でかかるケースにおいては、訴訟当事者としての訴訟代理人弁護
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士を相手に手続がおこなわれるべきかも疑われる。これを明らかにし、かつ終
局判決を定めるため、余は、つぎのことをもまた、意欲する。結審されている
場合には、受継のための召喚などなしに ohne Ladung ad reassumendum &c.
判決が、訴訟当事者としての訴訟代理人弁護士を相手に言い渡される。しかし、
すべてのその他のケースにおいては、受継のための召喚 Ladung ad reassumen-
dum が、言明されるべきである」。Heinrich Christian von Senckenberg, Neue
und vollständigere Sammlung der Reichs-Abschiede, Frankfurt am Main 1747,
Theil 3, S.486.（下線は、引用者による）。

ザクセン民事訴訟法典については、1622年の「ザクセン選帝侯訴訟法」第17
章 Johannes Philippus, Considerationes Juridicae in novam ordinationem Pro-
cessus Judicialis Saxonici, De anno M.DC.XXII., Lipsiae 1686, p.182：「訴訟手続
の受継について。あらゆる種類の疑わしい議論を克服するために、いずれか一
方の当事者の死亡の後では、この当事者の相続人らは、訴訟手続を、明示的に
受継するべきであり、受継されるのを見るために、召喚を実施させるか、また
は、相手方当事者が、相続人らを、受継のために召喚し、そして、『訴訟が十
分に受継されるか否か』という問題について判決させるべきである」。

6）シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel が、それである。ただし、全
5分冊のうち、現存するのは、第3分冊ないし第5分冊である。第1分冊及び
第2分冊については、担当係員によると見当たらないということで、参照でき
なかった。

7）この閲覧・複写につき、シュテーデル美術館職員の皆さんにお世話になった。
ここに、こころからなる謝意を表したい。

わたくしは、現存する3つの分冊を、2017年2月24日～2019年7月20日に、
すべて解読することができた。その分量は、Ａ4版大学ノートで35冊に及ぶ。

なお、シュテーデル美術館所蔵史料には、フォリオ頁番号が付されていない。
仮頁を、自ら付して引用するべきところであるが、合綴や頁癒着の理由から、
途中撮影できていない頁もあるので、本稿では、やむなく頁の表示を諦めた。
許されるならば、他日、再度閲覧して、この欠を補いたい。

1．ルイ＝シジスモン＝ステデールの逝去

1826年5月19日11時、シュテーデル美術館事件における原告の一人である

ルイ＝シジスモン＝ステデールは、パリのボン＝ヌーヴェル区ブルギャール

通り家屋番号37番で、死亡しているのが発見された1）。享年77であった2）。
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翌5月20日午前10時、同じ建物に居住するルイ＝ニコラス＝ルボオ Louis

Nicolas Lebault 及びロシュ＝ジャン＝バプティスト＝マルタン Roch Jean

Baptiste Martin が、上記死亡事実をセーヌ県パリ市第5区区役所の民事身

分登録補佐役ジャン＝バプティスト＝ルルー Jean Baptiste Leroux のところ

に届け出た3）。

注）

1）シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel 第 IV 分冊。Anzeige an die
OAGL, praes.2. Sept.1826, Anlage-No.5：民事身分登録簿 H.83.No.42.Staedel.
1826年の死亡台帳からの抜粋（ドイツ語への翻訳）。

現在フランクフルト都市史研究所が所蔵するシュテーデル美術館事件史料
Hanseatisches Oberappelationsgericht Lübeck:Zivilprozeßakten (OAGLZ)
Nr.1444, 19 には、1826年の死亡台帳からの上記抜粋につき、フランス語原文
も残されている。併せて参照した。

フランス側の死亡証明書は、故人が居住していたパリ第5区の副区長（1826
年8月8日）→セーヌ県民事始審裁判所長（1826年8月8日）→司法省調査官
（1826年8月10日）→外務省公証部長での認証を経由して、ドイツ四自由都市
のパリ駐在公使に届けられ、同公使代理が認証した（1826年8月12日）。その
うえで、フランクルフルトで公式の翻訳者がドイツ語に翻訳した（1826年8月
17日）。フランクフルト都市史研究所所蔵 OAGLZ Nr.1444, 19 , fol.160 verso 参
照。

以下に登場するフランス側の公文書についても、手続は、同様である。
ちなみに、パリ文書館所蔵身分登録簿（これは、復元本？）Cote V3E/D1380

には、1826年5月19日におけるルイ＝シジスモン＝ステデールの死亡が登録さ
れている。

2）L.S.ステデールの生年月日は、前注1引用史料から判明する。
前注1引用史料によれば、父親は、フィリップ＝ジャック＝ステデール

Philipp Jaques Staedel、母親は、サビヌ＝マドレヌ＝ステデール Sabine
Madeleine Staedel（旧姓ヴァイツ Weitz）であった。

3）ルボオは、当時65歳で家主、マルタンは、当時41歳で家具販売商であった。
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2．故ステデールの遺言

ルイ＝シジスモン＝ステデールは、1826年3月1日、自筆証書遺言1）を作

成していた。この遺言のドイツ語訳第3条、第56条及び第67条のみが、伝わっ

ている2）。

「第3条。わたしは、わたしの包括受遺者 Légataire universel: Haupterbe3）

に、シャルル＝ギヨーム＝セラリエ4）を指定する。かれは、パリのタンプル

通り家屋番号76番に居住する。それには、負担が付く。かれは、この［包括

受遺者の］資格で、わたしの遺産を清算し、そして、この目的のために、す

べてのわたしの積極財産及び消極財産を引き受けるという負担である。そし

て、わたしは、そのさい、この者にとって助けとなり、かつ、この仕事を容

易にするために、この者に、助言者として、わたしの旧友である医学博士ジャ

ン＝ヴィクトール＝フランス氏 Jean Victor France［―］フォーボール＝ポ

アソニエール家屋番号12番居住［―］を補佐として付する。さらに、わたし

は、以下の遺贈を引き渡すように定める。ただし、それは、すべてのわたし

の債務が弁済された後において、である。

第二に、わたしは、わたしの宗教の救貧金庫に、50，000フランを、元本と

して贈与し、かつ遺贈する。この元本は投資される。その利益の半分は、教

会及び礼拝を運営するために支出され、しかし、他の半分は、確実に、わた

しの宗教の困窮している貧困者らを支援するために、とくにかれらの子らの

良き教育のために支出されるべきである。それは、これらの子が、良きキリ

スト教徒にして市民として教育されることができるように、である。この

50，000フランは、わたしの現在の動産及び不動産の積極財産から、そして、

わたしの逝去した従兄弟ヨーハン＝フリードリヒ＝シュテーデルの、フラン

クフルトにある遺産に対するわたしの権利から獲得されるべきである。ただ

し、その前に、すべてのわたしの債務及びわたしがこの遺産に関して締結し
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た債務が弁済される。ちなみに、この贈与及び遺贈は、すべての遺贈に関す

る一般的諸規定に従うべきである」。

「第56条。プロテスタントの世話及び相互扶助協会に、50，000フランを。

ただし、それは、この協会が、すでに、贈与及び遺贈を受け取ることについ

て、政府の許可を受け取ったであろう場合である5）。しからずんば［政府の

許可を受け取っていなければ］、この金額は、［パリの］ビィェットなるプロ

テスタント教会6）の、われわれの相応しいキリスト教徒であるボサール Bos-

sard 氏とギエシ Guysche 氏とに、かれらの貧困者の主たる基金[?]のために

手渡されるべきである」。

「第67条。反対に、以上すべての弁済をおこなった後で、なお、わたしの

財産が、おこなわれた諸々の遺贈の額を超えるであろうときには；わたしは、

そのうちの半分を、わたしの包括受遺者 Universalerbe に、四半分を、かれ

の助言者に、両名には、わたしの感謝とこころからの友諠のしるしとして、

そして、最後の四半分を、ビィェット通りにあるわたしの宗教のしかるべき

聖職者らに与える。ビィェット通りに、その教会は、ある。それは、最後の

四半分を、わたしの宗教の貧困者らのために用いるように、である。これら

の諸氏は、その場合、投資及び配分について良心に従って取り組むであろう」。

われわれは、遺言者ルイ＝シジスモン＝ステデールの遺言の特徴として、

以下の諸点を指摘することができる。

第一に、かれは、セラリエをその包括受遺者に指定した。セラリエは、パ

リ在住の商人であった。セラリエは、おそらくは、遺言者の親族ではなかっ

た。この包括遺贈の背景には、遺言者の推定相続人にあたる二姉妹（ブルク

ブロオおよびラプラス）には、遺産が渡らないように、という思いがあった

のではあるまいか7）。

第二に、遺言者は、その遺贈にあたっては、かれの現有財産よりも、むし

ろ、フランクフルトなるかのヨーハン＝フリードリヒ＝シュテーデルの遺産
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からの配分を当てにしている。いうなれば、将来到来するだろう財産の存在

が前提とされる8）。

第三に、パリなるアウクスブルク信仰告白派の教会ないしその教会に属す

る貧困者（とくに、貧困者の子ら）への50，000フランの遺贈が際立っている。

遺言者は、この遺贈の執行を、包括受遺者に、その負担として課した。

本遺言について、こんにち伝わるドイツ語訳は、フランス語の「包括受遺

者」légataire universel を、「主たる相続人」Haupterbe ないし「包括相続人」

Universalerbe と訳している。『フランス民法典』では、相続人と峻別された

包括遺贈は、当時のドイツの地にあっては「包括相続」と解されることがあっ

たのである9）。

注）

1）『フランス民法典』における自筆証書遺言は、遺言者が全文を自書し、日付
を記入しかつ署名することをその形式とする遺言である。第970条「自筆［証
書］による遺言は、遺言者の手で全体を書き、日付けを記入し、かつ、署名す
るのでない場合には、なんら有効でない。自筆［証書］による遺言は、他のい
かなる形式にも服さない」。Code civil des Français, édition originale et seule of-
ficielle, Paris 1804, p.176. 法務大臣官房司法法制調査部編『フランス民法典―家
族・相続関係―』（法曹會 1978年）299頁。

2）シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel 第 IV 分冊 Erläuterung von
Seiten Carl Wilhelm Celarier an OAGL praes.d.28. Octob.1826, Anlage No.5.
Auszug... des Testaments von weiland Ludwig Sigismund Städel datirt vom 1.
März 1826... Uebersetzung.

3）『フランス民法典』における包括受遺者につき、第1003条参照：「包括遺贈
は、遺言者がその死亡時に遺す財産の総体を一人又は数人の者に与える遺言に
よる処分である」。『フランス民法典―家族・相続関係―』309頁。

『フランス民法典』第1002条第2項は、「これらの［遺言による］処分のそ
れぞれは、相続人指定 institution d’héritier の名称の下に行ったものであれ、．．．
包括遺贈、包括名義の遺贈及び特定遺贈について以下に定める規則にしたがっ
て、その効果を生じる」と規定する。『フランス民法典―家族・相続関係―』
309頁。
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ちなみに、19世紀初頭当時における「包括遺贈」のドイツ語訳は、参照でき
た限りでは、以下のとおりである。

Christian Daniel Erhard, Napoleons I bürgerliches Gesetzbuch, Dessau und
Leipzig, 1808, S.269：「包括遺贈」Universalvermächtniß; Napoleons Gesetzbuch
für das Königreich Westphalen, Straßburg 1808, S.190：「包括遺贈」Universal-
vermächtniß; Code Napoléon...als Land-Recht für das Großherzogthum Baden,
Karlsruhe 1809, S.275：「相続遺贈」Erb-Vermächtniß; Napoleons Gesetzbuch,
Einzig officielle Ausgabe für das Großherzogthum Berg, Düsseldorf 1810,
S.424：「包括遺贈」Universalvermächtniß; Alexander von Daniels, Gesetzbuch
Napoleons, 4.Aufl. Cöln 1812, S.261：「包括遺贈」Universal-Vermächtniß.

4）シャルル＝ギヨーム＝セラリエがいかなる人物であったか、遺言者ステデー
ルといかなる関係にあったか、については、あきらかにすることができなかっ
た。

ただ、Henri Dulac, Almanach des 25,000 adresses des principaux habitans de
Paris pour l’année 1820, Paris 1820, p.124には、Célarier (Charles-Guillaume),
r. [ue] Thévenot.11という記載が、見出される。

5）念頭にあるのは、『フランス民法典』第910条か。：第910条「施療院、市町
村の貧困者又は公益［認定を受けた］施設のための、．．．遺言による処分は、
国王のオルドナンスが許可する限りにおいてでなければ、その効果を有しない」。
『フランス民法典―家族・相続関係―』282頁。

6）この教会は、Eglise consistoriale des chrétiens de la confession d’Augsbourg
à Paris au Temple des Billetts である。フランクフルト都市史研究所所蔵
OAGLZ Nr.1444, 33 , fol.196 recto を参照。

ナポレオンは、1808年8月11日のデクレでもって、パリのプロテスタント教
会会議の教会を設立し、かつ、この教会に、ビィェットの教会堂を付与した。
Copie.Préfecture du Départment de la Seine, décret du 11 août 1808, in: Ar-
chives du Consistoire luthérien de Paris（デジタル版）参照。

7）被相続人（ルイ＝シジスモン＝ステデール）の姉妹（ブルクブウロオ及びラ
プラス）には、『フランス民法典』第916条によれば、遺留分はない。：「．．．遺
言による無償譲与は、尊属及び卑属がいない場合には、財産の全部を汲みつく
すことができる」。『フランス民法典―家族・相続関係―』285頁を参照。

8）故ルイ＝シジスモン＝ステデールには、その死亡の時点において積極財産と
目されるものとしては、もっぱらフランクフルトなる従兄弟ヨーハン＝フリー
ドリヒ＝シュテーデルの遺産に対する請求権しかなかった。：シュテーデル美
術館所蔵 Städel contra Städel．第 IV 分冊。praes.d.28. Octobr.1826. リューベッ
クなる上級控訴裁判所宛て、セラリエによる訴訟手続受継の申立：「．．．［故ル
イ＝シジスモン＝ステデールの］相続財産には、故人［ルイ＝シジスモン＝ス
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テデール］の、フランクフルトで逝去したヨーハン＝フリードリヒ＝シュテー
デル氏の遺産に対する請求権以外には、いかなるその他の積極財産もない。こ
れに対して、多くの消極財産が［ある］。包括受遺者［セラリエ］は、法律及
び財産目録の利益付きで cum beneficio legis et inventarii この相続財産を承継
し、1826年8月26日に、実際にも遺産占有に委付された。．．．」。

「法律および財産目録の利益」beneficium legis et intentarii とは、相続財産
の価額を超えては ultra vires hereditatis、消極財産について責めを負わない、
という制度である。『フランス民法典』は、第793条以下で限定承認制度を規定
する。とくに、第802条「限定承認の効果は、相続人に［以下の］利益を与え
ることである。一 相続人が受けた財産の価額を限度としてでなければ、相続
財産の負債の支払いの義務を負わないこと。．．．」。『フランス民法典―家族・
相続関係―』235頁。

包括受遺者もまた、相続人同様、財産目録の利益を享受できることについて
は、Dictionnaire du notariat, 3.ed, Tom.2, Paris 1832, p.220：「たんに血族相続
人のみならず、なお、指定された相続人または包括受遺者及び婚姻契約によっ
て指定された相続人もまた、財産目録の利益付きで［相続を］承認することが
できる」。

Murad Ferid, Das Französische Zivilrecht, Bd.2, Frankfurt am Main und Ber-
lin 1971, S.1443によれば、「占有 saisine 付きの包括受遺者は、責任制限のため
に、財産目録の調製を用いることができ、かつ用いなければならず、したがっ
て、財産目録を留保したうえでもまた、承認することができる」。

9）『フランス民法典』における相続人 héritier と包括受遺者 légataire universel
との峻別につき、19世紀半ばの著作であるが、Victor Marcadé, Explication théo-
rique et pratique du Code Napoléon, 5.ed, Tom.4, Paris 1859, no.92-93, p.64を参
照：「ひとは、つぎのことを知っている。本来的にいわゆる相続人とたんなる
受遺者との間には、深淵な相違がある。；－相続人は、死者の人格それ自体の
承継人である。しかるに、受遺者は、死者の財産の承継人である。―ローマ法
は、かつて、われわれの成文法地域に生き残ったのだが、無遺言相続人及び遺
言相続人をもまた認めた。しかるに、われわれのフランス法は、われわれの国
民的慣習の準則は、無遺言相続人以外はけっして認めず、そして、遺言によっ
ては、ただ受遺者のみをつくることを許した。；－おしまいに、［ナポレオン］
法典は、．．．本質的には、われわれの国民的法の準則に従う。けだし、それは、
かの国民的法の準則のごとくに、遺言による相続人を禁じるからである。．．．［no

93］かくして、ひとが、遺言によっては、財産についての単純な承継人のみを
つくることは、明らかである」。

これに対して、Karl Salomo Zachariä, Handbuch des französischen Civil-
rechts, Bd.2, Heidelberg 1808, §.376, S.233-234 は、包括遺贈につき、被相続人
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が、義務分を持つ法定相続人を残したか否かで区別する。かかる義務分を持つ
法定相続人がいない場合には、包括受遺者は、法上当然に、遺産の所有権者と
なる、と述べたうえで、「．．．包括受遺者 Universal-Legatar（遺言による相続
人 Testaments-Erbe）は、被相続人が、相続人を（嫡出の血族相続人）を残さ
ない限りで、遺産の受取および拒絶に関しては、法定相続人とまったく同じ権
利義務を持つ」と説く。包括受遺者を遺言による相続人と言い換えている。

また、Friedrich Bergmann, Lehrbuch der Privatrechte des Code Napoléon,
Göttingen 1810, S.555 では、「包括遺贈 Universal-Vermächtniss（または相続人
指定 Erbeinsetzung）によっては、財産全体が、塊として見られ、一人または
数人に（後者の場合には：分割なしに）遺贈される。．．．」と説いている。こ
こでは、包括遺贈と相続人指定が同義であると解されている。
19世紀後半にあって、Anton Stabel, Institutionen des französischen Civil-

rechts (Code Napoléon), Mannheim 1871, S.260-261 は、つぎのように述べる。：
「．．．被相続人が、遺言において、その財産についておこなった処分はすべて、
遺贈 Vermächtniß,legs と呼ばれる。それは、相続遺贈 Erbvermächtniß, legs
universel であるか、あるいは、相続の一部の遺贈 Erbtheilvermächtniß, legs à
titre universel であるか、あるいは、相続財産の一部の遺贈 Erbstückver-
mächtniß, legs à titre particulier である。被相続人が、これらの処分のいずれ
の発生を、その遺言で意欲するかは、法定相続人が妨げない限りは、被相続人
の随意に委ねられる。相続人の指定は、遺言の概念及び本質には属さない。さ
て、第一に、相続遺贈 Erbvermächtniß に関して言えば、これは、一種の相続
人指定に他ならない。そして、たとえ、包括遺贈 legs universel と呼称される
にせよ、それは、実質的には、その他の遺贈からは、ローマ法の相続人が、受
遺者から区別されたのと類似した方法で区別されるのである。この相違は、事
物の本性においておおいに存在し、したがって、この相違は、それが遺贈と表
示されることによっては排除されることができない。．．．」。ここでは、包括遺
贈が明確に相続人指定と同一視される。

比較法の文献にあっても、たとえば、Murad Ferid, Das Französische Zivil-
recht, Bd.2, S.1442は、「一方においては、相続人と他方においてはすべての種
類の受遺者との間にある原則的な相違にもかかわらず、包括受遺者の地位は、
相続人の地位に、広く同化される。これによって、包括遺贈は、他の諸々の遺
贈からは、たとえば、ローマ法の相続人が諸々の受遺者から区別されるのと同
様に区別される」と説いている。

シュテーデル美術館事件における訴訟手続の受継（野田） ―637―

（11）



3．遺言の保管及び公表ならびに遺産承継

1826年3月1日付けでルイ＝シジスモン＝ステデールが作成した自筆証書

遺言の原本は、かれの存命中の1826年3月13日に、セーヌ県始審裁判所所長

によって登録、署名及び書き判され、かつ、公表および状態についての調書

が証明されたうえで、パリの公証人ブレトン Breton のところに寄託されて

いた1）。

1826年5月23日、セラリエは、公証人ギュイエ Guyet（ブレトンの後任）

及びコンドロン Chondron のところに、故ステデールの包括受遺者として出

頭した。セラリエは、かの自筆証書遺言を、公証人から受け取ると、セーヌ

県始審裁判所所長モロオ Moreu の前に提出した。同所長が、かの自筆証書

遺言を検認した2）。そのうえで、かの自筆証書遺言の謄本 expedition が作成

された。両名の公証人及び同所長が、この謄本に署名した。同謄本は、1826

年6月5日に、パリで登録された3）。

1826年6月20日、セラリエは、セーヌ県始審民事裁判所において、財産目

録の利益付きで cum beneficio inventarii 包括受遺者となった4）。

注）

1）シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel 第 IV 分冊 7 Oktbr.1826882 An-
lage 7 冒頭参照。（ドイツ語訳のみ残存）：「．．．故ルイ＝シジスモン＝ステデー
ルの自筆証書遺言がある。それは、1826年3月1日の日付であり、セーヌ県の
始審裁判所所長が、登録し、署名し、かつ書き判をおこなった。同所長は、こ
の遺言を原本として、1826年3月13日に、ギュイエ氏の前任者であるブレトン
氏のところに、公表及び状態についての調書を証明した後で、寄託した。．．．」。

遺言者が、その作成した自筆証書遺言を、公証人に寄託することについては、
Dictionnaire du notariat, 3.ed.Tom.3, Paris 1832, p.216：「通常、遺言者は、その
自筆証書遺言を、公証人に寄託する。．．．」。op.cit., 3.ed., Tom.6, Paris 1832,
p.573：「遺言者自身によって、公証人のところに自筆証書遺言が寄託されるこ
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とは、まさに、その保管を確実なものにすることを、目的として持つ。．．」。
2）自筆証書遺言検認の手続きについては、『フランス民法典』第1007条が、規

定する。：「自筆証書遺言はすべて、執行に付す前に、相続が開始する郡（区）
の始審裁判所所長の前に提出される。この遺言が封緘されている場合には、開
封される。所長は、提出及び開封及び遺言の状態についての調書を作成する。
所長は、その調書を、かれによって付託された公証人の手に寄託することを命
じる」。Code civil des Français, 1804, p.183.

遺言者死亡後における、始審裁判所所長への遺言提出及び検認などについて
は、Dictionnaire du notariat, Tom.3, p.217：「．．．遺言者が、公証人によって、
その自筆証書遺言の寄託についての証書を作成させたにせよ、この遺言は、そ
れでもやはり、［遺言者の］死亡時に、裁判所所長に提出されねばならな
い。．．．」。；p．216：「．．．公証人証書によって寄託された自筆証書遺言は、そ
れでもやはり、遺言者の死亡の時に、裁判所所長への提出を必要とする。．．．
そして、受遺者は、その占有委付に関して申し立てることについて、同様に拘
束される。．．．」。

3）シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel. 第 IV 分冊 praes.d.28. Octobr.
1826, Anlage No.5. 冒頭に拠る。（そのドイツ語訳のみ残存）：「付録第5番。故
ルイ＝シジスモン＝ステデールの遺言は、1826年3月1日の日付である。この
遺言は、1826年5月23日に公表された。この遺言の原本は、パリの公証人ギュ
イエ及びコンドロンのところにある。同遺言の謄本は、かの両名の公証人及び
［セーヌ県］始審裁判所所長モロオによって署名され、1826年6月5日に、パ
リで登録された。．．．」。

4）シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel．第 IV 分冊。7. Oktobr 1826.
Anlage No.7（ドイツ語訳のみ残存）：「しかし、［セラリエは］包括受遺者のか
かる資格を、1826年6月20日におけるセーヌ県始審民事裁判所におけるその包
括受遺者承認行為にあって、ただ、財産目録の利益付きでのみ承認した。．．．」。

4．包括受遺者への遺産占有委付

ルイ＝シジスモン＝ステデールが、その遺言で、シャルル＝ギヨーム＝セ

ラリエを包括受遺者に指定したことを承けて、セラリエは、故ルイ＝シジス

モン＝ステデールの「唯一の［法定］相続人」である二姉妹（ブルクブウロ

オ及びラプラス）を被告として、セーヌ県パリ始審裁判所に、故ステデール

の遺産占有委付を申し立てた1）。
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これに対して、1826年8月26日に、セーヌ県始審裁判所民事第2部は、セ

ラリエを、遺産占有に委付する命令をおこなった。「．．．当裁判所は、セラリ

エを、包括遺贈の占有に委付する。故ステデール氏が、この包括遺贈を、か

れに獲得させた」2）。

始審裁判所は、判決の中で、セラリエに、以下のことがらを承認した。第

一に、遺産中にあるすべての財貨、有価証券及び遺産を取得すること。第二

に、当該遺産およびフランクフルトなる故ヨーハン＝フリードリヒ＝シュ

テーデルの遺産またはその他のところで帰属するその余の諸権利の清算を実

施すること。第三に、遺言にもとづく遺贈から、負担を履行すること。ただ

し、セラリエ自身の特定遺贈及び包括遺贈が不利益を受けることはないこと。

最後に、セラリエは、ルイ＝シジスモン＝ステデールの遺産に含まれる目的

物及び所有権について処分する権限を持つことである3）。

注）

1）フランクフルト都市史研究所所蔵 OAGLZ Nr.1444, 29 , fol.181 recto-183
verso：これは、同始審裁判所判決原本からのフランス語での抜粋。ただし、
一部欠如か？a.a.O.,ad 29 , fol.185 recto-186 recto：これは、フランス語での抜
粋のドイツ語訳。

シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel. 第 IV 分冊 praes.d.28. Oc-
tobr.1826, Anlage No.6 も参照。これは、フランクフルト都市史研究所所蔵史
料と同じ文章のドイツ語訳のみを伝える。

『フランス民法典』第1006条によれば、包括受遺者セラリエは、遺言者ルイ
＝シジスモン＝ステデールの死亡時に、法律によって遺言者の財産の割合部分
を留保される相続人がいないときは、引渡しを請求する義務を負うことなしに、
遺言者の死亡によって法律上当然に占有権を取得する。そして、同第1008条に
よれば、自筆証書遺言による包括受遺者セラリエは、裁判所の命令によって占
有付与の手続を経る義務を負う。『フランス民法典―家族・相続関係―』310頁
を参照。

この占有委付手続きの必要性については、とくに『ドイツ民法典』との比較
において、Murad Ferid, Das Französische Zivilrecht, Bd.2, S.1475を参照：「遺
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言者の死亡時に法律によって遺言者の財産の割合部分を留保される相続人がい
ず、包括受遺者の権利が、．．．私的証書遺言［自筆証書遺言］または封緘した
（秘密）遺言から生じるときには、包括受遺者は、裁判所で占有に委付されね
ばならない（第1008条）。その内実の理由は、遺産の占有取得について裁判所
がコントロールすることの希求であり、裁判所による相続人証明の欠如である。
まさに、立法者にとっては、公証されていない遺言は、それだけでは、包括受
遺者の正規の経過に関する保証とは見えない。．．．」。

ただし、Dictionnaire du notariat, Tom.3, p.825-826：「包括受遺者は、遺留分
権を持たない［法定］相続人と競合するときは、かれを［包括受遺者に］指定
した遺言が無効とされるのではない限り、占有委付を必要としない。その場合
には、包括受遺者は、真の、かつ唯一の相続人 le véritable et seul héritier で
ある」と述べている。

2）OAGLZ Nr.1444, 29 , fol.181 verso.
3）同判決は、とくに、フランクフルトの故シュテーデルの遺産について言及し

た。当該箇所のフランス語原文：„...en consèquence l’autorise...à opérer la liqui-
dation tant dela dite succession, que des droits généralement quelconques qui
lui competent, soit dans la succession du sieur Jean Fréderic Staedel décédé à
Francfort...“. a.a.O.,fol.182 verso-183 recto.

5．包括受遺者による訴訟手続の受継

ルイ＝シジスモン＝ステデールの逝去とその遺言によるセラリエの包括受

遺者指定を知った被告シュテーデル美術館理事らは、当時本権訴訟が係属し

ていた1）リューベックなる四自由都市共通上級控訴裁判所に対し、1826年9

月28日、セラリエの原告適格に関して異議を申し立てた。その内容は、シュ

テーデル美術館所蔵史料からうかがえる2）。

第一に、ヤッソイがかつて故ルイ＝シジスモン＝ステデールと締結した訴

訟代理契約には、いわゆる「相続人条項」clausula heredum がなかった。す

なわち、訴訟代理が、故ステデールのみならず、その相続人らにも及ぶ旨の

特約がなかった3）。この特約がなければ、本件訴訟手続は、当然には、相続

人には受け継がれない4）。
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第二に、シュテーデル美術館理事らに届けられた訴訟代理委任契約書のド

イツ語訳謄本には、セラリエおよびフランスの署名がない。

第三に、1826年3月1日付けのルイ＝シジスモン＝ステデールの自筆証書

遺言及び1826年8月26日のセーヌ県始審裁判所判決の謄本が、シュテーデル

美術館理事らには、届けられていない。その閲読なしには、セラリエの「相

続人指定」についての徹底的な判断は、不可能である。『フランス民法典』

第1003条によれば、「包括遺贈とは、それによって、遺言者が、一人または

複数人に、遺言者死亡時に残すだろう財産全体を遺贈する、遺言による処分

である」。したがって、ルイ＝シジスモン＝ステデールの遺言にあっても、

複数人の包括受遺者が存在する可能性がある5）。

第四に、訴訟追行や訴訟費用などの負担について、訴訟手続の受継者に関

しては、あらためて、ヤッソイ及びその妻による担保の登録が、必要である6）。

1826年9月18日、リューベックなる四自由都市共通上級控訴裁判所は、シュ

テーデル美術館理事らの異議申し立てにもとづいて、原告側訴訟代理人弁護

士に、シャルル＝ギヨーム＝セラリエによる訴訟手続受継の証拠を提出する

ように命令した7）。

1826年10月7日、故ルイ＝シジスモン＝ステデールの包括受遺者としての

シャルル＝ギヨーム＝セラリエは、ルートヴィヒ＝ダニエル＝ヤッソイ Lud-

wig Daniel Jassoy を、その包括受任者にして特定受任者に指定した8）。セラ

リエは、ヤッソイに、セラリエのために、かつ、セラリエの名において、す

べての裁判所で、全審級を通じて、訴訟を追行する権限を付与した。この訴

訟とは、ヤッソイが、すでに、故ルイ＝シジスモン＝ステデールの二姉妹ブ

ルクブウロオ及びラプラスと一緒に、シュテーデル美術館の自称理事らを相

手に、故ヨーハン＝フリードリヒ＝シュテーデルの遺産について追行するも

のである。この遺産からは、故ルイ＝シジスモン＝シュテーデルには、かの

二姉妹とならんで、相続人 héritier として、3分の1が帰属するものである。
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1826年10月9日、セラリエ・ヤッソイ間の訴訟代理委任契約は、公証人ギュ

イエの公証役場で登録された9）。

1826年10月28日、ヤッソイは、原告側訴訟代理人弁護士として、四自由都

市共通上級控訴裁判所に、セラリエの本件訴訟手続受継の承認を求めた10）。

その理由は、ほぼ、以下のとおりであった。

第一に、遺言者ルイ＝シジスモン＝ステデールが、その1826年3月1日付

け作成にして同年5月23日公表の遺言によって、シャルル＝ギヨーム＝セラ

リエを、その包括受遺者に指定した。遺言者は、この遺言でもって、多くの

遺贈をおこなった。とくに、パリなるアウクスブルク信仰告白派［ルター派］

の教会及び同教会のプロテスタントの貧困者への遺贈11）をおこなった。

第二に、セラリエは、包括受遺者 légataire universel として、ルイ＝シジ

スモン＝ステデールの遺産を承継した。その遺産には、フランクフルトなる

故ヨーハン＝フリードリヒ＝シュテーデルの遺産に対する請求権以外には、

いかなる積極財産も存在しない。これに対して、多くの消極財産が含まれる。

セラリエは、1826年8月26日に、この遺産の占有に委付された。

第三に、この遺産占有委付によって、セラリエが、包括相続人 Universalerbe

であることが明らかである。

第四に、シュテーデル美術館を相手とする訴訟承継のために必要な訴訟代

理契約が、セラリエとヤッソイとの間で締結された。セラリエは、シュテー

デル美術館を相手とする本件訴訟を承継する意思がある。

1826年11月6日、リューベックなる四自由都市共通上級控訴裁判所は、セ

ラリエによる訴訟手続の受継を認める決定をおこなった12）。

注）

1）本権訴訟の進捗状況につき、本稿後述第6章を参照。
2）日付不明。シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel. 第 IV 分冊。826：
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「騎兵大尉氏［ルイ＝シジスモン＝ステデールを指す］は、逝去した。そして、
相手方の［訴訟代理］委任は、フランスにおいて作成されるすべての委任と同
様に、［当該委任は、相続人にも及ぶという］相続人条項 clausula heredum を
含まない。―したがって、騎兵大尉ステデール氏の相続人らが、この軽はずみ
な訴訟を継続するであろうかどうかは、不確実である。さらに、ありうる、将
来の諸々の異議を回避するために、向後は、相続人らに関してもまた担保が提
供されねばならない。．．．」。これは、つぎの史料の草稿か？
1826年9月28日付請願：シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel. 第 IV

分冊。359：「騎兵大尉ステデールは逝去し、そして、相手方の［訴訟代理］
委任は、すべての、フランスにおいて作成される委任と同様に、相続人条項 clau-
sula heredum を含まない。つぎのことが、ただちに不確実である。騎兵大尉
氏の相続人らは、この軽はずみな訴訟を継続するであろうかどうかである。さ
らに、ありうる、将来の諸々の異議を回避するために、向後は、相続人らのた
めにもまた、担保が提供されねばならない。けだし、1822年5月17日のヤッソ
イ博士の［担保］提供の申立は（相手方の、都市裁判所において1822年5月21
日に提出された届出の付録Ｕを参照）騎兵大尉ステデール氏の相続人らを考え
ていないからである。したがって、わたくしの恭しい請願は、こうである。1）
相手方弁護士に、騎兵大尉ステデールの相続人らの委任を提出することについ
て、相続人らによる担保提供につき、提起された上告の却下の威嚇付きで、発
生した損害および費用についての有責判決付きで、期間を定めること。2）と
くに、委任が提出されかつ担保提供がおこなわれた後で、相手方の訴状に対す
る抗弁のための期間を14日と設定することである。．．．」。
1826年10月3日送達請願：シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel. 第

IV 分冊。「わたくしは、相手方氏によって、最高に称賛されるべき上級控訴裁
判所に届けられた、しかるべく公証されている、騎兵大尉ステデール氏の逝去
について納得した。そして、かれの相続人らは、推測するに、まったくの付随
点についてのこの訴訟を継続する気にはならない。かれらは、この訴訟からは、
いかなる有利な結末も約束されることができない。かかる場合には、上告につ
いての［シュテーデル美術館理事側による］答弁書を作成することは、余計な
ことであろう。かくして、わたくしのもっとも恭しい請願は、つぎのとおりで
ある。14日間のいとも慈悲深い期間設定をお願いする。それは、［相続人の訴
訟手続受継に関する］適格及びあたらしい担保提供の日から算定される。．．．」。
1826年11月28日？異議申し立て：シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Stä-

del. 第 IV 分冊。：「．．．相手方氏［ヤッソイ］の［訴訟手続受継についての］
適格も、また、担保提供も、しかるべくきちんとされていない。なぜなら、以
下のとおりであるからである。1）［訴訟代理］委任には、相続人条項 clausula
heredum が欠如する。この相続人条項がなければ、ひとは、かかる委任を、
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ドイツにおいては、法的に有効であると認めることについて拘束されない。2）
委任が、セラリエ氏およびフランス氏によって署名されるべきであった。しか
し、わたくしに通知された、公証された翻訳者の（正確な）翻訳からすれば、
この署名はおこなわれていない。3）騎兵大尉ステデール氏の、委任において
抜粋されている遺言およびそこで引用される1826年8月26日の判決の抄本がな
い。これを閲覧しなければ、相続人指定が有効であることについての根本的な
判断は、不可能である。かかる欠陥は、公証人ギュイエ氏及びバルリエ氏の職
務上の証言によっては埋め合わせられることができない。けだし、周知のよう
に、『ナポレオン法典』第1003条によれば、『包括遺贈とは、つぎの遺言による
処分である。遺言者は、この処分によって、一人または複数の者に、かれが死
亡時に遺した財産全体を遺贈する』。そして、ツァハリアエ『フランス民法ハ
ンドブック』第4巻1812年版310頁。『包括遺贈とは、それによって、一人また
は複数名が遺産全体を受け継ぐ遺贈である』。したがって、複数の包括受遺者
が存在しうる。おしまいに、4）ヤッソイ博士氏およびその妻による担保の裁
判所の登録簿への登録が、（合意されたごとくに）必要である。．．．」。

3）ルイ＝シジスモン＝ステデールがヤッソイと結んだ訴訟代理委任契約に関す
る原本ないしその謄本については、これを見つけることがなかった。
18世紀からであるが、管見できた訴訟代理人弁護士との委任契約のひな型は、

以下のとおりである。いずれにあっても、相続人への言及がある。Christian
Otto Mylius, Churfürstliche Brandenburgische im Herzogthum Magdeburg und
Graffschaft Manßfeld publicirte Proceß-Ordnung De Anno 1686, S.29: Formula
der Vollmacht, in : Corpus constitutionum Magdeburgicarum novissimarum,
Magdeburg und Halle [1714?]：「N なるわたくし N.N.は、わたくし、わたくし
の子孫及び子孫のために vor mich, meine Erben und Erbnehmen、これをもっ
て文書を作成し、かつ認める。．．．」。

Gottfried Barth, Hodegeta forensis civilis et criminalis, Lipsiae 1725, S.106：
「わたくし、末尾における署名人は、わたくし、相続人ら及び子孫のために vor
mich meine Erben und Erbnehmen．．．これをもって、．．．得業士エリヤ＝ビン
トファーデン Lic. Elia Bindfaden 氏に、つぎのことについての完全な力と権力
とを与える．．．」。

Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexicon, Bd.50, Leipzig und Halle
1746, col.562：「わたくし、末尾に書かれる者は、この公然たる書状でもって、
以下のことを知らせ、かつ、認める。わたくし、わたくしの相続人ら及び子孫
のために für mich, meine Erben und Nachkommen．．．現在は、わたくしの、そ
して、わたくしの死後は、わたくしの相続人及び子孫の jetzo zu meinem, und
nach meinem Tode meinen Erben und Nachkommen まぎれもなき代言人にし
て弁護士 Redner und Anwald である某氏を、．．．任用かつ指名した。．．．」。
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4）本件で争われた訴訟手続の受継 reassumtio litis につき、参照することがで
きた当時の民事訴訟法文献の叙述は、以下のとおりである。：

Karl von Grolman, Theorie des gerichtlichen Verfahrens in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten, 4.Aufl., Giessen 1819, S.252：「訴 訟 手 続 の 受 継 Re-
summtion des Processes について。われわれの諸法律もまた、委任において
必ず挿入されるべき［委任が訴訟当事者の相続人にも及ぶという］相続人条項
によって、つぎのことに関してすこぶる配慮する。裁判の審理の遅延が、当事
者の死亡によって発生することがないように、ということである。しかし、訴
訟の継続が生じえない諸々のケースがありうる。それは、死亡した当事者の承
継人らが、訴訟の継続を意欲する、という表示（訴訟手続の受継 reassumtio li-
tis）をおこなわなかったケースである。．．．」。

Wilhelm August Friedrich Danz, Grundsätze des ordentlichen Prozesses,
vermehrt und umgearbeitet von Nicol. Thadd. v. Gönner, 5.Ausg., Stuttgart
1821, S.733-734：「訴訟手続の受継 die Reassumtion des Prozesses とは、訴訟
当事者らの一方の相続人らまたは承継人らの表示である。それは、かれらの前
主によって追行された訴訟を継続することを意欲する、というものである。諸
法文によれば、委任者は、その相続人らのためにもまた、任命した受任者に委
任を付与しなければならないがゆえに、受継が必要なものとして生じるのは以
下の場合のみである。．．．2）委任が、相続人らに向けられていない場合。．．．」。

Christoph Martin, Lehrbuch des Teutschen gemeinen bürgerlichen Pro-
cesses, 10.Ausg., Heidelberg 1827, S.494：「．．．一方当事者の承継人は、．．．いま
だ終了していない訴訟を放棄することができる。；しかし、これらの承継人が、
訴訟を、かれらの前主が訴訟について生じさせた状態で継続することを意欲す
ることを表示するときには、ひとは、これを、訴訟手続の受継 Reassumtion des
Processes と呼称する。この訴訟手続の受継は、特定の法的原因にもとづく承
継人の場合には、つねに必要である。；これに対して、相続人の場合には、こ
の受継に向けられた委任が、一件書類において存在しない場合にのみ、［訴訟
手続の受継の表示は］必要である。．．．」。

Just. Timoth. Balth. Linde, Lehrbuch des deutschen gemeinen Civilprozesses,
2.Ausg., Bonn 1828, S.330-331：「一方当事者が、訴訟事件の結審の前に死亡す
る。その場合には、特定の法的原因にもとづく承継人は、つねに、しかし、相
続人らは、相続人らに及ぶ委任者の委任が一件書類に存在しない場合にのみ、
かれらは、訴訟を継続することを意欲するかどうかを表示することを義務付け
られる。ひとは、訴訟を継続することを肯定する表示を、訴訟手続の受継 Reas-
sumtion des Prozesses と呼称する。．．．」。

フランクフルト民事訴訟法については、Justinian von Adlerflycht, Der Civil-
prozeß der freien Stadt Frankfurt, Frankfurt a.M.1832, S.1315-1316：「訴訟手続
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の受継 Reassumtion des Prozesses とは、訴訟当事者らの一方の相続人または
承継人の表示である。それは、かれらの前主によって追行された訴訟を継続す
ることを意欲するというものである。受継が必ず生じるのは、以下の場合のみ
である。．．．2）委任が相続人に向けられていない場合。．．．」。

ちなみに、我が国の民事訴訟法では、当事者が死亡するという訴訟中断事由
が発生した場合であっても、「その者に訴訟代理人が選任されていれば改めて
中断・受継の手続を行う必要はなく、手続を続けることができる。（民訴124条
2項）」。河野正憲『民事訴訟法』（有斐閣 2009年）772頁。

これに対して、本件当時のドイツ普通民事訴訟法にあっては、上述のように、
訴訟代理人が選任されていても、訴訟代理委任契約に、当該委任が委任者の相
続人にも及ぶとの条項 clausula heredum がなければ、相続人による受継の表
示が必要であった。

根拠となったのは、1654年神聖ローマ帝国「最終帝国議会決議」Der jüngste
Reichsabschied, i.e. Abschied des Reichstags,zu Regensburg, anno 1654 auf-
gericht, §.99である。：「．．．結審前に、訴訟当事者らのうちの一方が死亡する場
合に、その遺された相続人ら及び訴訟代理人らによって、―かかる者たちは、
訴訟手続受継のための事前の召喚がなければ、当事者適格を求めることがない
ゆえに―訴訟の引き延ばしのための危険が用いられないようにするために、［訴
訟代理人の］権限は、［訴訟代理委任契約の］はじめに、当事者の相続人らに
及ぼされるべきである。そして、［このことがおこなわれていれば］一方当事
者が死亡するときには、相続人を訴訟手続の受継のために召喚することは不要
である．．．」。Senckenberg, Neue und vollständigere Sammlung der Reichs-
Abschiede, Theil 3. S.658.

領邦法としては、たとえば、1666年「アンハルト侯国訴訟法典」第12章が同
様の規定を持つ。Fürstliche Anhaltische gesambte Landes-und Proceß-
Ordnung. Nach den Druck de an.1666. wieder auffgelegt, Dessau 1725, S.123：

「．．．同様に、いずれか一方の訴訟当事者が、訴訟係属中に死亡する場合には、
相続人らは、明示的に、訴訟手続を受継しなければならない。：しかし、余の
官房及びその他の諸裁判所においては、かかる受継は、ただ書面でのみおこな
われるべきであり、そして、このためには、いかなる特別の召喚または召喚日
も定められない。いわんや、訴訟手続が、十分に受継されたか否か、について
は判決されず、とくに、書面でおこなわれた受継の後に、呼び出しが相続人に
宛てておこなわれ、そして、訴訟は、この相続人を相手に、ついで継続される
べきである。：相続人らが、かかる受継を懈怠するであろう場合には、相続人
らには、受継が、最初の、かれらに宛てて訴訟において発される召喚または職
権による命令において命じられ、そして、それにもとづいて、訴訟手続は、そ
の残余において、受継されたと見られるべきである。：しかし、いずれか一方
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の訴訟当事者が、訴訟代理人弁護士を通じて、裁判所で行為した場合には、そ
の委任は、冒頭で、委任者の相続人らにもまた向けられるべきである。そして、
［遺言者の相続人らにもまた向けられた場合には］本人の死亡後、その相続人
らは、訴訟手続の受継のために召喚される必要はなく、受任者は、しかし、相
続人らの名前を一件書類において記載するか、または、すでに結審した限りで
は、判決作成前に、相続人らの名前を裁判所に提出することについて責めを負
わせられる。．．．」。（下線は、引用者による）。
18世紀における「訴訟手続きの受継」について、たとえば、Esaia Pufendorfius,

Introductio in processum civilem electoratus Brunsvico-Luneburgici, Franco-
furti et Lipsiae 1733, Cap.24, p.564-565：「第1節。訴訟手続の受継 litis seu
processu Reassumtio とは、訴訟行為 actus judicialis である。この行為によっ
て、訴訟への適法な承継人が、前主によって残されたものとして見いだされる、
かの状態において、訴訟を、審理継続のために受継し、そして、この受継によっ
て、判決されたことを給付することについて、黙示的に義務づけられる。第2
節。この受継は、市民法［ローマ法］には、まったく知られていない。…しか
し、［訴訟手続の受継は］かつて慣習 mores によって導入され、そして、それ
は、訴訟当事者らが変更するたびに必要であった。しかし、こんにちでは、『最
終帝国決議』第99条、第100条そして第101条によって、訴訟手続を受継する必
要性が廃止され、そして、その代わりに、つぎの特約が置き替えられた後では、
それは、廃止的慣習においてほぼ消滅した。その特約とは、訴訟代理人弁護士
の委任は、すべて、相続人らの名前によってもまた、同時に作成され、そして、
訴訟当事者らのいずれか一方が死亡するときには、判決は、相続人に対してお
こなわれる、という特約である。…第3節。しかし、この慣習のうち、つぎの
ことが残っている。訴訟当事者が死亡したときは、訴訟代理人弁護士は、この
訴訟当事者が死亡したことを、一件書類として、ただちに、書き込み、相続人
らをもまた呼称し、そして、かれらの資格および住所を明らかにする。…」。

さらに、Leopold Friedrich Fredersdorf, Anweisung für angehende Justitz-
Beamte und Unterrichter, Bd.1, Lemgo 1772, S.588-589：「第64章。訴訟手続の
受継。第1節。訴訟当事者らの一方が、訴訟中に死亡する、ということが、時
として生じる。かかる場合には、その承継人が、訴訟を継続することを意欲す
ることを表示することが、折に触れて必要である。これが、訴訟手続の受継 Re-
assumtio Processus と呼ばれる。．．．第2節。訴訟手続の受継とは、つぎの行
為である。死亡し、訴訟に巻き込まれた当事者の後継者は、この行為によって、
つぎのことを表示する。かれは、訴訟を、訴訟が、訴訟当事者の死亡のさいに
存在する状態で、継続することを意欲する、ということである。第3節。訴訟
手続のこの受継は、包括承継人らにあっては、こんにちでは、さほど重要では
ない。相続人が、訴訟事件において引き続き行為するか、または、誰かが、こ
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のことについて受任される、ということで十分である。．．．［訴訟代理］委任が、
同時に、相続人にもまた及ぼされている場合にもまた：訴訟手続の受継は、まっ
たく不要である。受任者が、訴訟当事者の死亡および相続人らの名前を、かれ
らの資格と一緒に、すなわち、かれらの年齢、すなわち、かれらは成年である
か、そして、したがって、訴訟当事者適格を持つかどうかを、裁判所に届け出
ることで十分である。このことは、出生証書および教会台帳から証明されるべ
きである。．．．第4節。しかし、以下のケースにおいては、訴訟手続の受継が
必要である。：．．．2）委任が、相続人らに及んでいない場合。しかし、たし
かに、この場合には、黙示の受継、すなわち、相続人らが、訴訟を継続するこ
とで十分である。．．．」。

いわゆる「相続人条項」clausula heredum がなければ、相続人による「訴
訟手続の受継」reassumtio litis が必要であることにつき、たとえば、Quintus
Septimius Florens Rivinus, Enunciata Juris ad ordinationem Processus Judici-
arii Saxonici Electorealem, Lipsiae 1705, p.552-553：「もしも、『自己およびその
相続人らのために』という条項が、委任において欠如していたとすれば、訴訟
手続きの受継が必要である。ハインリヒ＝ボルカルト Heinrich Bolckardt の
ヨーハン＝トビアス＝シュナイダー Johann Tobias Schneider の寡婦及び相続
人らを相手とする、ザルツンクにおける1704年3月における事件で。被告らは、
なかんずく、…訴訟を、訴訟手続の受継の罰付きで、受継することについて責
めを負う」。

Christianus Schoen, Systema iuris civilis secundum Pandectas, Lipsiae 1754,
Lib.1. Tit.3. §.16：「訴訟代理人弁護士は、［つぎの事由によって］欠如する。…
2）本人すなわち委任者の死亡によって。…ただし、相続人条項 clausula here-
dum が付加されている場合は、この限りではない。この相続人条項が付加さ
れていない場合には、しかし、あるいは、追認または相続人らによって与えら
れるあたらしい委任が要求される。なぜなら、相続人ら自身が、別の訴訟代理
人弁護士を選任することができるからである。…」。

逆に、「相続人条項」clausula heredum が付加されていれば、「訴訟手続の
受継」reassumtio litis は不要であることについて、Leonhardus Henricus Ludo-
vicus Georgius de Canngiesser ed., Collectiones notabiliorum decisionum su-
premi tribunalis appellationum Hasso-Casselani, Tom.1,Cassellis 1768, decisio 56,
n.1, p.215：「さて、異議を唱えられる当事者適格の事項に関しては：ここにと
どまることは、無用ですらあろう。なぜなら、官房書記 Cabinets Secretarius
H は、相続人条項付きで sub clausula heredum 委任をおこない、したがって、
この委任は、特別の訴訟手続の受継 reassumtio litis を必要としないからであ
る。；1654年の帝国決議第99条。…」。

しかし、ドイツの諸領邦では、訴訟代理人弁護士に訴訟委任がおこなわれた
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ときには、「相続人条項」clausula heredum がなくても、訴訟手続の受継それ
自体を不要としたところがあった。

たとえば、マクデブルク公国民事訴訟法の1696年改正も同様。Erklärung und
Verbesserung Der im Jahr 1686. Im Hertzogthumb Magdeburg publicirten
Process-Ordnung Vom 16. Maji 1696, Cap.26, §.1, in: Corpus constitutionum
Magdeburciarum novissimarum, Magdeburg, S.135：「委任は、相続人や子孫に
向けられているがゆえに、訴訟手続の受継 Reassumtion des Processes は不要
である。しかし、相続人及び子孫らは、かかる委任のゆえに、死者の訴訟を、
訴訟が、かれらに帰属する状態で、あたらしい委任をおこなうことなしに、継
続するべきである。；しかし、死者によって、相続人や子孫に向けられた委任
が一件書類に登場しないであろうがゆえに、相続人らは、委任を、第12章にあ
る方式の内容で提示する責めを負う。．．．」。

また、プロイセン王国でも、訴訟代理委任については、訴訟手続の受継は、
1721年ラント法で廃止された。Friedrich Wilhelms, Königes in Preussen, Ver-
bessertes Land-Recht des Königreichs Preussen, Königsberg 1721, P.1.Buch 1.
§.13, S.5：「従来通常であった、訴訟手続の受継 Reassumtiones processuum に
よって、訴訟事件が、もはや滞らせられることがないようにするために、余は、
かかる訴訟手続の受継を、これをもって廃止する。；これに対して、余は、以
下で、つぎのことを知らせた。将来においては、すべての委任は、同時に、相
続人に向けられるべきである。．．．」。

ザクセン選帝侯国では、1724年、本人訴訟の場合にも訴訟手続の受継を廃止
した。Erläuterung und Verbesserung der bißherigen Process-und Gerichts-
Ordnung, den 10. Anno 1724, ad Tit.17, §.1：「おおきな冗長さのきっかけにしば
しばなっている訴訟手続の受継 Reassumtio Litis は、相続人に関しては、ケー
スの相違なしに、そして、たとえ、死亡した者が、訴訟を、受任者を通じてで
はなく、本人訴訟として追行したであろうにせよ、これをもって完全に廃止さ
れる。そして、相続人は、特別の受継 Reassumtion の形式なしに、訴訟を継
続することについて．．．拘束される」。Codex Augusteus, oder neuvermehrtes
Corpus juris Saxonici, Leipzig 1724, col.2424.この規定に関する注釈：Io.Henr.de
Berger, Oeconomia iuris,7.ed, Lipsiae 1771, p.854：「．．．訴訟手続の受継は、相
続人らに関しては、諸々のケースの相違なしに、あるいは、故人自身が法廷で
訴訟を追行するのであれ、あるいは、受任者を通じて法廷で訴訟を追行するの
であれ、完全に廃止された。したがって、相続人らは、正式の受継なしに、訴
訟を継続するか、あるいは、もしも、かれらが原告の相続人であるならば、故
人が、それらにきっかけを与えたかの費用を返還したうえで、訴訟を放棄する
ことについて拘束される。…」。
18世紀末ないし19世紀ドイツにおける民事訴訟諸法典の規定については、本

―650―

（24）



稿むすび注1で触れる。
5）シュテーデル美術館側訴訟代理人弁護士は、ここで、Karl Salomo Zachariä,

Handbuch des Französischen Civilrechts, Bd.4, Heidelberg 1812, S.310 を引用す
る：「包括遺贈 Gesamtvermächtnis とは、つぎの遺贈である。この遺贈によっ
ては、一人の者または複数の者が、遺産全体に（あるいは、出損されうる遺産
全体に）指定される」。

6）訴訟代理人弁護士及びその妻による担保の登録については、『フランクフル
ト改訂改革都市法典』第1部第16章が根拠であろうか。：「第16章。訴訟のた
めの担保及び保証人について。どのように、原告は及び被告は（かれが訴えら
れる場合には）それを提供するべきか。序項。ついで、訴訟の冒頭において、
かつ、訴訟当事者らが応訴することを意欲する前に、通常、一方の訴訟当事者
は、相手方当事者に、訴訟のための担保及び保証人を要求する。第1項。われ
われは、かくして、つぎのことを定め、かつ意欲する。原告及び被告は、相互
に訴訟において登場し、かつ出会う。被告は、原告に対して、つぎのことを要
求する。［原告］自身またはその委任された訴訟代理人弁護士によって、事件
について、訴訟の最後まで追行し、そして、担保を提供することである。かれ
［原告］が、事件において敗訴した場合には、すべての費用及び損害を、かれ、
すなわち被告に支払うことである。その場合には、原告は、（かれが、［都市フ
ランクフルトの］被保護民でも十分に財産のある市民でもない限りは）かかる
担保を、保証人もしくは財産付きで）提供する責めを負うべきである。しかし、
［原告］が、かかることを、保証人または財産付きでおこなうことができない
ときは、かかることを、宣誓でもって誓約することが課される。その場合には、
かれは、宣誓による担保を許され、そして、かれは、これにもとづいて信用さ
れ、かつ信頼されるべきである。．．．」。Der Statt Franckfurt am Mayn ernew-
erte Reformation, Frankfurt am Main 1611, fol.32 recto.

7）シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel．第 IV 分冊。Abschrift. 1826
年9月21日送達。1826年9月26日訴訟代理人弁護士シュリン Schulin が受理：
「．．．そして、この故ステデールによって、1817年8月19日に、パリで、フラ
ンクフルトなる博士ヤッソイに、相続人らに及ぶこと［との条項］なしに、送
付された委任は、控訴人の弁護士の上述の届け出に従えば、発生した、騎兵大
尉 L.S．ステデールの死亡によって、本件訴訟の追行のためには、解消される。
そして、死亡した者の相続人による、この訴訟追行の受継 Reassumtion なる
ものが必要である。．．．6週間以内に、その死亡した委任者の相続人らについ
て、ここで名前を明示し、同時に、本件訴訟の受継 Wiederaufnahme につい
ての相続人らの表示を提出すること。．．．」。

8）フランクフルト都市史研究所所蔵 OAGLZ Nr.1444, 30 , fol.187 recto-188
verso：これは、訴訟代理委任契約書のフランス語原文の謄本。a.a.O., ad 30 ,
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fol.189 recto-190 verso：これは、ドイツ語訳。
シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel．第 IV 分冊。Copia 7 Octobr

1826, Anlage No.7.：これも、ドイツ語訳。
フランス語原文の該当箇所：“Lequel condition fait et constitue pour son

mandataire général et special, m. Louis Daniel Jassoy. docteur en droit et
avovat dans la ville libre de Francfort. ―auquel il donne pouvoir de pour lui et
en son nom, suivre par tout degré de juridiction devant tout tribunaux in-
férieures et superieures competents, le procés qu’il a à soutenir audit nom con-
curremment avec mesdes Burguburu et ve Delaplace de Strasbourg soeurs dudit
Louis Sigismond Staedel contre les soidisant administrateurs de l’institut créé
par le testament dudit feu sieur Jean Frederic Staedel, au sujet de la succession
de ce dernier, dont m. Loius Sigismond Staedel et mesdes Burguburu et ve De-
laplace étaient habilités à se dire et porter héritier chacun pour un tier....„：「か
れ［セラリエ］は、この資格で、法学博士にして自由都市フランクフルトの弁
護士であるルイ＝ダニエル＝ヤッソイを、かれの包括かつ特定受任者とし、か
つ定める。かれは、この者に、かれのために、かつ、かれの名において、すべ
ての審級の裁判を通じて、管轄権限ある、下級及び上級のすべての裁判所にお
いて訴訟を追行する権限を与える。この者は、この訴訟を、かれの名で、かの
ルイ＝シジスモン＝ステデールの姉妹であるストラスブールなるブルクブウロ
オ夫人及び寡婦ド＝ラプラス夫人と一緒に、亡きヨーハン＝フリードリヒ＝
シュテーデル氏の遺言によって設立された美術館の自称理事らを相手に、その
相続に関して追行する。ルイ＝シジスモン＝ステデール氏は、ブルクブウロオ
夫人及び寡婦ド＝ラプラス夫人と一緒に、この相続の3分の1について、相続
人であると言われ、かつ相続人となる資格を持つのである。．．．」。a.a.O.fol.187
recto-verso.

9）フランクフルト都市史研究所所蔵 OAGLZ Nr.1444, 30 , fol.188 recto; a.a.O. ad
30 , fol.190 recto. 同じく、シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel. 第 IV
分冊。Copia 7. Octobr 1826.

10）シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel. 第 IV 分冊。Copia. praes.d.28.
Octobr.1826,...jezt Litisreassumtion betreffend. ヤッソイは、さきに見たセラリ
エによる訴訟手続受継の表示及びヤッソイとの訴訟代理委任契約を根拠に、四
自由都市共通上級控訴裁判所に宛てて「訴訟手続の受継が適格であることを、
しかるべく許されたものとして承認すること」を求めた。

11）この教会は、1826年10月5日付けヤッソイ宛て書状で、ルイ＝シジシモン＝
ステデールの遺言によって50，000フランの遺贈を同教会が受け取ることになっ
ていることをふまえ、ヤッソイが、シュテーデル美術館理事らに再抗弁を対抗
させるべきだと主張した。フランクフルト都市史研究所所蔵 OAGLZ
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Nr.1444, 33 , fol.196 recto-196 verso；そのドイツ語訳：a.a.O.ad 33 , fol.198
recto-198 verso. ドイツ語訳は、シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel.
第 IV 分冊。Copia Anlage No.9 にもある。以下、フランス語原文から試訳：「拝
啓。われわれは、あなたがかつて、あなたの訴訟代理委任者であった大尉ステ
デールに、シュテーデルの法定相続人らの美術館の理事らを相手とする事件に
おいて送付した書類を吟味し、そして、パリの見識ある幾人かの法律家の助言
を求めた。そのうえで、われわれは、つぎのことを義務として見る。あなたに、
アウクスブルク信仰告白教会の教会委員会としての資格において、以下のこと
に気付かせる、ということである。この教会は、われわれの信仰告白に属する
貧困者らの利益に留意する義務を負っている。これらの貧困者に、あなたの訴
訟代理委任者故大尉ステデールが、かれの1826年5月23日に公表された遺言に
おいて、50，000フランの金額を遺贈した。したがって、われわれは、こう考え
る。シュテーデル美術館の理事らの主張及び抗弁は、反論し、かつ再抗弁する
可能性がある。博士ヤッソイ弁護士氏よ、われわれは、つぎのことを疑わない。
なお存命であるシュテーデルの法定相続人ら及びあなたの亡き訴訟代理委任者
の包括受遺者は、この意見に賛成し、そして、もしも、あなたが、リューベッ
クの最高裁判所に、これらの再抗弁及び反論を証明する許可を申請するであろ
うならば、あなたは、この著名な裁判所から、すこぶる正義にかない、かつす
こぶる衡平である申請なるものを承認する裁きを獲得するであろう。敬具。．．．」。
この書状は、1826年10月9日にフランクフルトに到達した。

12）シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel. 第 IV 分冊。1826年11月10日
送達。：そこでは、セラリエは、「包括相続人」Universal-Erbe と呼称されて
いる。：「．．．証拠書類のフランス語原本6及び7は、公署証書による認証で（被
上告人らもまた、それらを、裁判所事務室で閲覧できる）添付され、本年［1826
年］9月18日の決定の課題は、これによって解決され、そして、遺言相続人 Tes-
taments Erbe であるセラリエによる訴訟手続の受継 Reassumtion des Pro-
zesses は、正しいものとして認められる。それゆえ、訴訟の表題もまた俟た
れたごとくに変更された。．．．」。

6．その後の経過

シュテーデル美術館事件におけるルイ＝シジスモン＝ステデールからシャ

ルル＝ギヨーム＝セラリエへの訴訟手続受継は、こうして、決着がついたの

である。
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では、この時点で、シュテーデル美術館事件それ自体については、いかな

る動きがあったのだろうか。最後に、この点に言及して、今後の研究への架

橋としたい。

（1）裁判所による裁判上の和解勧奨と被告による拒絶

1826年4月14日付けで、リューベックなる四自由都市共通上級控訴裁判所

は、当事者に、以下のように通知した。「．．．本件は、いまや、つぎのところ

まで進捗してきた。それにおいては、最終審における終局判決が言い渡され

るべく存在する。そして、それゆえに、この事件がきわめて重要であるがゆ

えに、そして、これまで、どこにおいても、裁判上の和解の試みが、本件に

おいては、おこなわれなかったことにかんがみ、かかる裁判上の和解を企て

ることが適切であると見られねばならない」1）。こうして、同裁判所は、来

る1826年6月22日木曜日午前11時に、双方当事者またはその代理人が、同裁

判所に出頭するよう要請した。ただし、いずれかの当事者が、和解には応じ

ないことを決意しているのであれば、相手方当事者に無用の出費を強いるこ

とのないようにするために、遅くとも、上記6月22日の1週間前、すなわち、

6月15日までに、同裁判所にその旨表示するようにと通知した2）。

これに対して、シュテーデル美術館理事らは、全員一致で、和解に応じる

ことを拒絶した。当時の理事の一人ヨーハン＝フリードリヒ＝ボォエマー Jo-

hann Friedrich Böhmer の手になる1826年5月13日に四自由都市共通上級控

訴裁判所付き弁護士プレラー Preller に送付された請願書は、以下のように

述べる。「．．．被告、現在の被上告人である［シュテーデル美術館の］理事会

は、理事会の事項が正しいこと、そして、シュテーデル美術館の存立に対す

る相手方の攻撃が不法であることについて、ゆるぎなく確信しているのであ

るが、相手方の操りによって従来妨げられた、シュテーデル財団の慈善的諸

活動をできる限り速やかに開始するためには、思慮ぶかい、容認できる、そ
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して、その指示と、財団設立状を統合する諸提案を考慮することが価値ある

こととは、現在でもなおまた考えない。現在においては、本権訴訟における

［フランクフルト都市裁判所とフランクフルト控訴裁判所との］2つの判決

が、［シュテーデル美術館に］有利なものとしてある。もっとも、シュテー

デル美術館理事会は、かかる［和解勧奨の］提案を、それらの提案が、事態

の目下の状態に照応する限りで、むげには拒絶しないであろう。．．．」3）。シュ

テーデル美術館理事会は、「相手方によってすこぶる遅延されている訴訟を、

妨げられることなく、継続させること」4）を請願した。

（2）一件書類送付先大学についての異議申し立て

リューベックなる四自由都市共通上級控訴裁判所は、シュテーデル美術館

事件について、その判決を自ら作成せず、ドイツのどこかある大学法学部に

一件書類を送付のうえ、判決作成を依頼する可能性があった。いわゆる一件

書類送付 Aktenversendung である5）。

これに対して、原告側訴訟代理人は、四自由都市共通上級控訴裁判所付き

弁護士フーデを通じて、判決作成を依頼するにふさわしくないと考える諸大

学を、同裁判所に、1826年10月3日付けで申し立てた6）。これらの大学は、

ハイデルベルク7）、ベルリン8）、ランズフート9）（ないしミュンヘン10））、イェー

ナ11）、テュービンゲン12）及びボン13）の諸大学であった。

四自由都市共通上級控訴裁判所が、送付先として選択したのは、ハレであっ

た14）。

（3）原告による再抗弁書提出申立ての却下と結審

リューベックでは、上告人、すなわち遺言者シュテーデルの3名の従兄弟

姉妹による上告理由書15）の提出に対して、被上告人、すなわちシュテーデル

美術館理事らによる抗弁書16）が提出された。この抗弁書に対して、上告人側
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訴訟代理人弁護士ヤッソイは、さらに、再抗弁書を作成し、その提出許可を

求めた17）。リューベックなる四自由都市上級控訴裁判所は、この許可願いに

対し、これを認めなかった。1826年11月6日のことである18）。

その理由は、以下のとおりであった。「なぜなら、上級控訴裁判所法の第

45条では、審理は、被上告人の尋問でもって終結されるべきであり、そして、

特定の明らかにされるべき諸点についての釈明を要求することのみが、裁判

所に委ねられているからである。しかるに、本件においては、この釈明要求

のきっかけは存在しない」19）。

ヤッソイは、作成した再抗弁書を、裁判外で別途公表するにいたった20）。

注）

1）シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel. 第 IV 分冊。3161826年4月
15日送達。1826年4月22日被告側受理。

2）この和解勧奨は、四自由都市共通上級控訴裁判所の「所長および裁判官ら」
Präsindent und Räthe によるものであった。前掲史料末尾。

3）シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel. 第 IV 分冊。Ad decr : Befolgung
mit Bitte Am 13. May 1826 an Anw. den Herrn D. Preller gesandet 参照。

シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel. 第 IV 分冊。1826年5月12日
付けシュテーデル美術館理事ボォエマーから四自由都市共通上級控訴裁判所付
き弁護士プレラー宛て通信：「［シュテーデル美術館］理事会は、全会一致で、
別添の草稿を承認した。この草稿を、理事会の名で、そして、つぎのお願い付
きで送付することを光栄に思う。この草稿を、できるだけすみやかにリューベッ
クに提出されるようにご配慮されたし」。

4）和解拒絶請願末尾：“Höchstpreißliches Oberappellationsgericht möge, ohne
weitere Rücksicht auf einen Vergleichsversuch, den von der Gegenseite so sehr
verzögerten Rechtsstreit ungehemmt seinen Gang fortgehen lassen”.

5）その根拠条文：Provisorische Gerichtsordnug für das gemeinschaftliche Ober
-Appellationsgericht der vier freien Städte Deutschlands, Frankfurt am Main
1820, §.44, S.37.：「一方当事者が、上級控訴裁判所において、［ドイツ］連邦規
約第12条において許される一件書類送付を、終局判決作成のために、用いるこ
とを意欲するときには、この当事者は、このことを、遅くとも、正当化書面ま
たは尋問において申し立てるべきである。違反すれば、その権限を喪失する」。
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Teutsche Bundes-Acte datirt Wien, den 8. Juni 1815, Art.12：「．．．四自由都市
には、相互間で、共通の最高裁判所の設置について合意する権利が、帰属する。
このようにして設置された共通の最高裁判所にあっては、各当事者は、ドイツ
の［大学法］学部または参審員団に、終局判決作成のために、一件書類を送付
することを申し立てることを許される」。Johann Ludwig Klüber, Quellen-
Sammlung zu dem Oeffentlichen Recht des Teutschen Bundes, Erlangen 1830,
S.165.

6）シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel. 第 IV 分冊。日付なし。原告
側上級控訴裁判所付き弁護士フーデ Hude による上申書。シュテーデル美術館
と連絡があったか、または、かつて本件について判断をおこなった諸大学が、
一件書類送付忌避の対象として列挙されている。

7）シュテーデル美術館理事 C.F.シュタルク Starck は、ハイデルベルク大学に、
1827年5月4日、私的鑑定意見の作成を依頼していた。Akten der Juristischen
Fakultät-Spruch Collegium-1827 I. 請求番号 UAH, H-II-155/932a.

8）シュテーデル美術館は、ベルリン大学に私的鑑定意見の作成を依頼してい
た。：Rechtliches Gutachten der Juristenfacultät zu Berlin, Frankfurt am Main
1827, in: Actenstücke und Rechtliche Gutachten, Frankfurt am Main 1827.

9）ランズフート大学法学部は、占有訴訟で判決を作成していた。詳細は、拙稿
「シュテーデル美術館事件における占有訴訟の一斑―ランズフート大学鑑定意
見について―」『福岡大学法学論叢』第63巻第3号597‐643頁を参照。

10）シュテーデル美術館は、ミュンヘン大学に私的鑑定意見の作成を依頼してい
た。：Rechtliches Gutachten der Juristenfacultät zu München, Frankfurt am
Main 1827, in: Actenstücke und Rechtliche Gutachten, Frankfurt am Main 1827.

11）イェーナ大学法学部は、占有訴訟で、判決およびそれに続く説明的決定を作
成していた。詳細は、拙稿「シュテーデル美術館事件における係争物処分禁止
―1821年4月21日イェーナ大学鑑定意見をめぐって―」『福岡大学法学論叢』
第64巻第1号229‐276頁を参照。

12）テュービンゲン大学法学部は、本権訴訟において、フランクフルト都市裁判
所裁判官の忌避問題について、判決を作成していた。詳細は、拙稿「シュテー
デル美術館事件における実務と理論―四自由都市上級控訴裁判所史料をてがか
りに―」『福岡大学法学論叢』第59巻第3号449‐451頁を参照。

13）ボン大学法学部は、本権訴訟にあって、フランクフルト控訴裁判所のために、
判決を作成していた。Entscheidungsgründe Bonner Juristenfacultät vom 7. 12.
1825: in Actenstücke, VII, S.32 ff.

14）拙稿『福岡大学法学論叢』第59巻第3号468‐479頁を参照。
15）1826年3月20日。フランクフルト都市史研究所所蔵 OAGLZ Nr.1443, 8 .
16）1826年6月21日。フランクフルト都市史研究所所蔵 OAGLZ Nr.1443, 14 .
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17）シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel. 第 IV 分冊。377Praes. d.28.
Octobr. 1826. 再抗弁書を提出する理由は、おもには、第一に、被告側訴訟代理
人弁護士が、抗弁書で、シュテーデル美術館設立が有効である根拠として、後
生児からの類推をあらたに主張したこと、第二に、本件訴訟の帰趨には、パリ
のルター派教会の信徒らの利益が左右されることにあった。

なお、この再抗弁提出許可願いは、Jassoy, Pro Memoria, (Als Manuskript ge-
druckt.), 1827?（福岡大学中央図書館所蔵本：請求番号322.3/C.R.22-3/1）緒言
にも掲載されている。：「．．．逝去したフランス騎兵大尉ステデールの包括相続
人 Universalerbe、［すなわち］かかる包括相続人としてすでに訴訟について適
格とされた、パリなるシャルル＝ギヨーム＝セラリエならびにその共同相続人
らであるストラスブールなるブルクブウロオ夫人及びラプラス夫人―両名は、
旧姓ステデールである―は、また、受遺者としての教会及び貧困者らの利益を
つかさどる義務のあるパリなるアウクスブルクの教会財産管理委員会は―見よ。
付録 No．9―、現在の被上告人の、かれらに通知された抗弁及びその他の、本
件に属する一件書類から、かの地の法学者らとの事前の協議の後で、つぎの確
信を獲得した。：さらなる法的論述と最後の相手方の行為において生じるあた
らしい主張－その中には、ヨーハン＝フリードリヒ＝シュテーデルの相続人指
定を、ローマの、後生児もまた相続人に指定することの類推からの正当化が属
する―を反駁することによって、当方の権益を完全に明確にするために、そし
て、相手方によってこころみられた、法律の歪曲、誤った諸々の主張、問題と
なっている終意についての不当な解釈をしりぞけるために、この重要な事件に
おいて（いくつかの尊敬すべき家族の運命のみならず、パリなるルター派の教
会や貧困者らの運命すら、この事件に左右される）再抗弁の許可を申請するこ
とが、要求されることであり、かつ、まったくもって必要である。かかる再抗
弁は、実際また、この最高裁判所の周知の正義愛からすれば拒絶されてはなら
ない。訴訟代理人弁護士の本人らは、原則として、この事件を引き延ばすこと
についてはまったく関心を持つことができない。本権訴訟の一件書類は、さほ
ど膨大ではない。そこにおいては、無用の行為が生じるのではない。また、外
国も、この訴訟に注目している。そして、フランクフルトの参事会もまた、と
くに、この事件において、参加している外国人らが、不偏不党の司法運営につ
いて納得することについて関心を持つように見える。参照。Müllers Resolu-
tionen in Sachen Frankfurt contra Frankfurt, Theil 1. S.46. ところで、すこぶる
重要な訴訟にいては、終局判決が、二、三月早く獲得されるか、あるいは遅く
獲得されるかは、重要ではない。；それゆえに、もっとも恭しいお願いが、気
高い上級控訴裁判所なるものに宛てて、本人らの名でおこなわれる。：以上の、
特別の事情からして、かつての結審を破棄して、6週間の期間付きで請願され
る再抗弁の許しを与えられんことを。以上云々」。
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所引の文中に引用されている文献は、Christoph Sigismund Müller, Voll-
ständige Sammlung der Kaiserlichen in Sachen Frankfurt contra Frankfurt er-
gangenen Resolutionen und anderer dahin einschlagender Stadt-Verwaltungs-
Grund Gesezzen, Abtheilung 1, Frankfurt am Main 1776, S.46であろうか：「．．．
［フランクフルト都市］参事会は、将来において、文字通りの内容を、すべて
の義務に従った熱心さでもって遵守し、そして、個別に、遅滞なく、つぎの配
慮をおこなうべし。このことについて、いかなるさらなる瑕疵も見えるべきで
はなく、しかし、とくに、司法の迅速かつ不偏不党の運営でもって、市民団の
愛と信頼とを、また、外国人においても、良き証しを受け取ることについて留
意する、ということである。しかし、けっして、つぎのことは許されない。別
の意図のために、いわんや、なおさら、不当な贈り物のために、司法の経過が、
何らかの方法で、破壊され、または妨げられる、ということである。そして、
かかる不法は、ただ表見的にのみ生じるであろうがゆえに、理由を探求するこ
とをやめず、しかし、事情に応じて、人［が誰であるか］に関わりなく、諸法
の厳格さにもとづいて手続きをおこなうべし。そして、司法におけるいくばく
かの堕落または公共の福利への侵害について、信用に値する届け出をおこなう
であろう者については、報復をせず、そうではなくて、むしろ、その名前につ
いては沈黙し、そして相当の報償を与えるべきである。．．．」。（下線は引用者
による）。下線部が該当箇所か。

18）シュテーデル美術館所蔵 Städel contra Städel. 第 IV 分冊。1826年11月10日
送達。これは、Jassoy, Pro Memoria 緒言末尾にも、掲載されている。

19）Privisorische Gerichtsordnung, §.45, S.38：「被上告人の尋問をもって、一件
書類は終結される。ただし、当事者らに、はっきりと述べられるべき諸点につ
いての釈明を要求することが、上級控訴裁判所に委ねられる。この釈明は、つ
いで、相手方当事者に、事情に応じて反対釈明または情報のために通知される
べきである。上級控訴裁判所もまた、訴訟審理を完全にするために、地域での
調査を命じることができ、または専門家の報告を要求することができ、そして、
この目的のために、控訴裁判所に審理請求書状を発することができる」。

20）Ludwig Daniel Jassoy, Pro Memoria, (Als Manuskript gedruckt.) .

むすび

シュテーデル美術館事件は、原告らのうちのパリ在住の1名の逝去によっ

てあらたな局面を迎えた。原告がその訴訟代理委任契約において相続人条項
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clausula heredum、すなわち、委任は原告の相続人にも及ぶとの条項を付加

しなかった場合には、原告の逝去によって、原告が遺言で指定した包括受遺

者は、当然には訴訟手続きを引き継ぐことができなかった。訴訟手続を引き

継ぐためには、いわゆる「訴訟手続の受継」reassumptio litis を表示し、か

つ裁判所に認めてもらうことを必要とした1）。これは、1654年神聖ローマ帝

国「最終帝国決議」第99条以来のドイツ普通民事訴訟法伝統に拠った。

本稿を擱筆するにあたり、なお未解決のまま残ったのは、『フランス民法

典』が、相続人と峻別したはずの包括受遺者が、ドイツの学説や実務では、

「包括相続人」と言い換えられていることである。ドイツ普通民事訴訟法で

は、訴訟手続の受継で問題になるのは、相続人であって、包括受遺者ではな

い。『フランス民法典』の包括受遺者は、ドイツでは相続人と同一視された2）。

本件の背景には、この同一視があった。

以上の紆余曲折の中で、シュテーデル美術館事件は、いよいよ、本権訴訟

についてのドイツの大学法学部による判決作成と判決の言い渡しを迎えるは

ずであった。しかし、周知のように、本件は、判決言い渡しにはいたらず、

和解で決着がついた。

シュテーデル美術館が現在所蔵する訴訟記録からは、この間の生々しい経

緯が明らかになる。これらの訴訟記録を活用して、他日、その実相を究明し

たい。

注）

1）18世紀末から19世紀におけるドイツ各地の民事訴訟法典は、訴訟代理委任契
約の委任者である訴訟当事者本人が死亡したときは、相続人条項の有無にかか
わらず、訴訟手続は、当然に、死亡した訴訟当事者の相続人に受継されると規
定した。以下、参照することのできた、いくつかの法典の規定を引用する。

Codex Juris Bavarici Judiciarii de anno 1753, 2.Aufl. München 1771, Cap.7.
§.11, S.31：「［訴訟代理］委任は、．．．本人の側においては、．．．ただ解除によっ
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てのみ廃止される。なぜなら、委任は、いかなる明示的な表示も、このこと［相
続人への受継］についておこなわれていないにせよ、本人の相続人および子孫
に及ぶからである」。その注釈：W.X.A.Kreittmayr, Anmerkungen über den Co-
dicem juris Bavarici judiciarii, München 1778, S.107：「さて、なぜ、委任は、弁
護士の側においては、弁護士の死亡によって消滅するのかは、その自然な、良
き理由を持つ。なぜなら、すなわち、委任された事務は、一定の専門的資質を
要求し、この資質は、父親から息子に相続されることができないからである。
これに対して、本人の側においては、この理由はやむ。そして、こうなると［訴
訟が消滅するとなると］、訴訟の主体が、不存在になるがゆえに、本法典は、．．．
委任を、．．．委任者の相続人らおよび承継人らに及ぼす。．．．」。

Allgemeine Gerichtsordnung für die Preußischen Staaten, Berlin 1822（これ
は、1816年版の再版），Theil 1. Tit.3. §.59, S.89：「．．．委任は、委任者の死亡に
よっては廃止されない。ただし、受任者は、その委任者の死亡を、かれがそれ
を知ったときには速やかに、相続人らの名前および住所について周知であるす
べてのこととならんで、裁判所に届け出て；相続人らにもまた、その委任及び
訴訟事件の状況について情報を提供し、そして、相続人らが、訴訟事件をさら
に追行することを自ら配慮するか、または、訴訟事件を、他の受任者に委任す
ることを意欲するかを、相続人らに委ねる責めを負う。別の受任者が、相続人
らによって指名されない間は、受任者は、訴訟事件を継続しなければならない」。

Christian Friedrich Koch, Der Preussische Civil-Process, Berlin 1855, S.532,
Anm.4）：「．．．普通法によれば、委任が存在しなかったか、または、被相続人
の委任が、相続人に及ぶ、との内容ではなかった場合には、受継 Reassumtion
が必要であった。．．．この命題は、ドイツの実務によって導入され、そして、
帝国法によって確認された。ローマ法によれば、相続人による受継は、不要で
あった。．．．」。

Entwurf der Prozeß-Ordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, München
1825, Buch 1. Kap.2. §.182, S.61：「付与された委任は、2）―委任者の死亡に
よっては消滅しない。；委任は、むしろ、相続人らに及ぶ。．．．」。

Die Neue Justizgesetzgebung des Königreichs Württemberg, Amtliche
Handausgabe, II.Bandes 1.Abtheilung, Stuttgart 1869, Art.296, S.64：「被相続人
が、訴訟受任者を任命し、その委任が、相続人らに関して拘束する場合には、
この訴訟受任者は、訴訟を継続することについての、相続人らの表示がなくて
も、相続人らが委任を解除しない限り、その委任にもとづいて訴訟を継続する
権限を持つ」。（訴訟委任が相続人にも及ぶ特約が存在するケースに関するもの
か？）。

Entwurf einer allgemeinen deutschen Civilproceßordnung. Nach den bei der
ersten Lesung gefaßten Beschlüssen. Mit Genehmigung der Commission, Han-
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nover 1864, Art.209, S.56：「訴訟手続は、以下によって中断する。．．．3）一
方当事者の死亡によって。ただし、この当事者が、訴訟受任者によって代理さ
れていない場合に限る。．．．」。（本人訴訟のときは、相続人による訴訟手続の
受継を要するが、訴訟代理人がいるときは、訴訟手続の受継なしに訴訟は継続
する）。Art.213, S.57「訴訟手続の受継は、．．．2）第209条第3号．．．のケース
においては、あらたに登場する当事者によって．．．この当事者が訴訟手続を受
継する、という相手方当事者に送達される、表示によっておこなわれる」。

Redaktions-Entwurf einer Civilprozeßordnung für den Norddeutschen Bund,
§.144: in: Protokolle der Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs einer
Civilprozeßordnung für die Staaten des Norddeutschen Bundes, Bd.1, Berlin
1868, §.145, S.475：「訴訟委任は、委任者が死亡することによっては、．．．廃止
されない」。

Die Civilprozeßordnung für das Deutsche Reich, 2.Aufl., Berlin 1879, §.82,
S.67：「委任は、委任者の死亡によっては．．．廃止されない」。Ludwig Gaupp, Die
Civil-prozeßordnung für das Deutsche Reich, Bd.1, Freiburg i/B und Tübingen
1879, S.267：「．．．法律は、―相続人条項 clausula heredum の擬制なしに―つぎ
のことを定める。それは、委任が相続人らに法律によって移転することについ
ての無条件の原則である。．．．」。；Adolf Wach, Handbuch des Deutschen Civil-
prozessrechts, Bd.1, Leipzig 1885, S.585：「．．．実定規定（第82条）よりすれば、
委任は、委任者の死亡をこえて．．．継続するべきである。この死亡のケースに
関しては、いわゆる相続人条項 Clausula heredum は、不要である。相続人条
項が、委任に含まれている場合には、この条項には、いかなる効果も帰属しな
い。．．．」。

2）『フランス民法典』の「包括受遺者」とドイツ普通法の「包括相続人」との
違いについて、Christian Friedrich Mühlenbruch, Rechtliche Beurtheilung des
Städelschen Beerbungsfalles, Halle 1828, S.237-247をも参照。ミューレンブルフ
は、フランス民事法によれば、héritier なる表現が、法定相続人を表示するこ
と、これに対し、légataire universel は、相続人ではないことを強調している。

我が国の民法解釈に即して、包括遺贈と相続人指定とを峻別するべきことに
つき、伊藤昌司『相続法』（有斐閣 2002年）とくに97‐98頁を参照。

（2019年9月4日成稿・提出）
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